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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主軸に沿って回転運動を生成するように動作可能なベースアクチュエータと、
  第二軸に沿って回転運動を生成するように動作可能な器具アクチュエータと、
  長手方向軸に沿って器具を保持するように動作可能なエンドエフェクタと、
  複数のアームセットと
を有する、再構成可能なロボットシステムであって、
  前記複数のアームセットの各アームセットが、前記ベースアクチュエータが前記主軸に
沿って回転運動を生成すること及び前記器具アクチュエータが前記第二軸に沿って回転運
動を生成することの少なくとも一方に応答して、前記ベースアクチュエータ、前記器具ア
クチュエータ、及び前記エンドエフェクタを連続的に接合して、遠隔運動中心に対してピ
ッチ範囲及びヨー範囲を持つ作業空間内で前記エンドエフェクタによって保持される器具
を動かすためのそれぞれのアーク構成を確立するように動作可能であり、
  前記それぞれのアーク構成が、前記主軸、前記第二軸、及び前記長手方向軸の交点とし
て前記遠隔運動中心を定義し、
  前記複数のアームセットの１つのアームセットが、前記複数のアームセットの他のアー
ムセットと少なくとも部分的に交換可能であり、これにより、前記１つのアームセットに
より確立されるアーク構成とは異なるアーク構成を確立する、
再構成可能なロボットシステム。
【請求項２】
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　基準座標系内で前記ベースアクチュエータに接合される前記エンドエフェクタを位置決
めするために前記ベースアクチュエータに結合されるように動作可能なロボットプラット
フォームをさらに有する、請求項１に記載の再構成可能なロボットシステム。
【請求項３】
　各アームセットは、前記ベースアクチュエータと前記器具アクチュエータの間に固定長
若しくは可変長を持つ、前記ベースアクチュエータと前記器具アクチュエータに接合され
るように動作可能な同じ支持アームを含む、請求項１に記載の再構成可能なロボットシス
テム。
【請求項４】
　各アームセットは、前記ベースアクチュエータと前記器具アクチュエータの間に固定長
若しくは可変長を持つ、前記ベースアクチュエータと前記器具アクチュエータに接合され
るように動作可能な異なる支持アームを含む、請求項１に記載の再構成可能なロボットシ
ステム。
【請求項５】
　各アームセットは、前記器具アクチュエータと前記エンドエフェクタの間に固定長若し
くは可変長を持つ、前記器具アクチュエータと前記エンドエフェクタに接合されるように
動作可能な同じ器具アームを含む、請求項１に記載の再構成可能なロボットシステム。
【請求項６】
　各アームセットは、前記器具アクチュエータと前記エンドエフェクタの間に固定長若し
くは可変長を持つ、前記器具アクチュエータと前記エンドエフェクタに接合されるように
動作可能な異なる器具アームを含む、請求項１に記載の再構成可能なロボットシステム。
【請求項７】
　各アームセットは前記ベースアクチュエータと前記器具アクチュエータに取り付けられ
る同じ支持アームを含む、請求項１に記載の再構成可能なロボットシステム。
【請求項８】
　各アームセットは前記器具アクチュエータに取り付けられる同じ支持アームを含み、
  各アームセットは前記器具アクチュエータに取り外し可能に結合されるように動作可能
な異なる器具アームをさらに含む、
請求項１に記載の再構成可能なロボットシステム。
【請求項９】
　各アームセットが器具アームを含み、
  前記エンドエフェクタが各器具アームに取り外し可能に結合されるように動作可能であ
る、
請求項１に記載の再構成可能なロボットシステム。
【請求項１０】
　各アームセットがアーク形状を持つアームを含む、請求項１に記載の再構成可能なロボ
ットシステム。
【請求項１１】
　前記複数のアームセットの前記それぞれのアーク構成に対して前記エンドエフェクタに
よって保持される器具の前記遠隔運動中心に対する作業空間をシミュレーションするよう
に動作可能なロボット構成ワークステーションをさらに有する、請求項１に記載の再構成
可能なロボットシステム。
【請求項１２】
　前記エンドエフェクタによって保持される器具の前記遠隔運動中心に対する作業空間の
規定ピッチ範囲と規定ヨー範囲の少なくとも一方を確立するように、前記ベースアクチュ
エータ、前記器具アクチュエータ、及び前記エンドエフェクタに接合されるべき前記アー
ムセットのうち少なくとも一つを推薦するように動作可能なロボット構成ワークステーシ
ョンをさらに有する、請求項１に記載の再構成可能なロボットシステム。
【請求項１３】
　前記複数のアームセットのそれぞれのアームセットが、前記遠隔運動中心に対する前記
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器具の作業空間のそれぞれ異なるピッチ範囲及び／又はヨー範囲を提供するように構造的
に構成されるアームを含む、請求項１に記載の再構成可能なロボットシステム。
【請求項１４】
　各アームセットが識別マーカを含む、請求項１に記載の再構成可能なロボットシステム
。
【請求項１５】
　主軸に沿って回転運動を生成するように動作可能なベースアクチュエータと、
  第二軸に沿って回転運動を生成するように動作可能な器具アクチュエータと、
  長手方向軸に沿って器具を保持するように動作可能なエンドエフェクタと、
  前記ベースアクチュエータが前記主軸に沿って回転運動を生成すること及び前記器具ア
クチュエータが前記第二軸に沿って回転運動を生成することの少なくとも一方に応答して
、遠隔運動中心に対して前記エンドエフェクタによって保持される器具を動かすための第
一アーク構成へ、前記ベースアクチュエータ、前記器具アクチュエータ、及び前記エンド
エフェクタを連続的に接合する第一アームセットと、
  前記ベースアクチュエータが前記主軸に沿って回転運動を生成すること及び前記器具ア
クチュエータが前記第二軸に沿って回転運動を生成することの少なくとも一方に応答して
、前記遠隔運動中心に対して前記エンドエフェクタによって保持される器具を動かすため
の第二アーク構成へ、前記ベースアクチュエータ、前記器具アクチュエータ、及び前記エ
ンドエフェクタを連続的に接合するように動作可能な第二アームセットと
を有する、再構成可能なロボットであって、
  前記第一アーク構成と前記第二アーク構成は前記主軸、前記第二軸、及び前記長手方向
軸の交点として前記遠隔運動中心を定義し、
  前記第一アームセットと前記第二アームセットが、前記ベースアクチュエータ、前記器
具アクチュエータ、及び前記エンドエフェクタの前記第一アーク構成を、前記ベースアク
チュエータ、前記器具アクチュエータ、及び前記エンドエフェクタの前記第二アーク構成
へ再構成するために少なくとも部分的に相互交換可能であり、
　前記再構成可能なロボットが、前記エンドエフェクタによって保持される器具の前記遠
隔運動中心に対する作業空間の規定ピッチ範囲と規定ヨー範囲の少なくとも一方を確立す
るように、前記ベースアクチュエータ、前記器具アクチュエータ、及び前記エンドエフェ
クタに接合されるべき前記アームセットのうち少なくとも一つを推薦するように動作可能
なロボット構成ワークステーションを有する、
再構成可能なロボット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は概して低侵襲手術（例えば心臓手術、腹腔鏡手術、自然開口部越経管腔的手術
、肺／気管支鏡手術、及び診断的インターベンション）中に利用されるロボットに関する
。本開示は特に、特定の低侵襲手術中の正しい可動域に適応可能な、再構成可能なロボッ
トアーキテクチャに関する。
【背景技術】
【０００２】
　低侵襲外科手術は小さなポートを通じて患者の体内へ挿入される細長い器具を用いて実
行される。これらの術中の主要な可視化法は内視鏡である。標準ワークフローにおいて、
手術室技師若しくは看護師が内視鏡を保持している間、外科医は二つの（２）手術器具を
保持している。医師と技師／看護師の手が手術の間重なる可能性があり、外科医は技師／
看護師へ内視鏡の動きを絶えず伝える必要があるので、この設定は不都合になり得る。こ
のため、内視鏡を含む一つ（１）以上の器具が、外科医によって制御されるロボットによ
って保持され得る。
【０００３】
　より具体的に、患者の体の上に置かれる小さなポートは、患者の内部へアクセスするた
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めに器具が通過し得る唯一の切開点である。従って、器具はこれらの支点まわりに回転す
るように操作され得るが、患者へのいかなる潜在的な損傷や危害をも防止するために、ポ
ートに並進力をかけるような方法で器具が操作されるべきではない。これはロボットガイ
ド手術にとって特に重要である。
【０００４】
　その目的で、一部の既知のロボットは支点において遠隔運動中心（ｒｅｍｏｔｅ　ｃｅ
ｎｔｅｒ　ｏｆ　ｍｏｔｉｏｎ：ＲＣＭ）として知られるものを組み込み、それによって
ロボットは、ポートにおいて器具の回転のみが実行されることができ、そのポートにおけ
る器具の全並進力が除かれるような動作原理を強制する。これは空間内の特定位置におい
てＲＣＭを持つ機械設計を実施し、そして空間内のその点をポートと一致させることによ
って実現され得る。代替的に、ＲＣＭの制約が満たされ得ることを保証するために十分な
自由度が存在するという条件で、ＲＣＭはロボットシステムのソフトウェア内で仮想的に
組み込まれ得る。
【０００５】
　実践される通り、ロボットシステムは定義済の作業空間を持つ。低侵襲手術において、
これは器具の所要可動域が作業空間内にあるようなタイプの手術のみに特定のロボット運
動学が使用され得ることを意味する。これは特定のロボットが実行可能な手術のタイプの
みならず、患者のサイズにも制限を提示する。一般に、この問題を克服するために、従来
のロボットシステムはその作業空間がロボットの全用途をカバーするように設計される。
しかしながら、大きな作業空間は大きなロボット部品をもたらし、これは全体のサイズ、
重量にさらに影響を及ぼし、大きなロボットは環境と衝突し得るのでワークフローに影響
を及ぼし得る。この問題は、ハイブリッド手術室、カテーテル検査室、若しくはコンピュ
ータ断層撮影／磁気共鳴イメージングシステムなど、既に制約のある環境において強調さ
れる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本開示は、ロボットの最小設置面積と遠隔運動中心を維持しながら、特定の低侵襲手術
中の器具（例えば内視鏡）の所望の可動域に適応可能な、再構成可能なロボットシステム
を提供する。本開示はさらに、ロボットの適切な作業空間と適切な配向を選択する方法を
提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の発明の一形態は、ベースアクチュエータ、器具アクチュエータ、エンドエフェ
クタ、及び複数のアームセットを利用する再構成可能なロボットシステムである。ベース
アクチュエータは主軸に沿って回転運動を生成するように動作可能である。器具アクチュ
エータは第二軸に沿って回転運動を生成するように動作可能である。エンドエフェクタは
長手方向軸に沿って器具を保持するように動作可能である。
【０００８】
　各アームセットは、ベースアクチュエータが主軸に沿って回転運動を生成すること、及
び／又は器具アクチュエータが第二軸に沿って回転運動を生成することに応答して、遠隔
運動中心に対してエンドエフェクタによって保持される器具を動かすためのアーク構成に
、ベースアクチュエータ、器具アクチュエータ、及びエンドエフェクタを連続的に接合（
ａｄｊｏｉｎ）するように動作可能である。
【０００９】
　各アーク構成は主軸、第二軸、及び長手方向軸の交点として遠隔運動中心を定義する。
【００１０】
　アームセットはベースアクチュエータ、器具アクチュエータ、及びエンドエフェクタの
アーク構成を再構成するために少なくとも部分的に相互交換可能である。
【００１１】



(5) JP 6692301 B2 2020.5.13

10

20

30

40

50

　本開示の目的で、
  （１）"アクチュエータ"、"回転運動"、"軸"、"エンドエフェクタ"、"器具"、"アーム"
、"遠隔運動中心"、及び"アーク長"を含むが限定されない専門用語は、本開示の技術分野
において理解され、本明細書に例示される通り解釈されるものとする。
  （２）"アクチュエータ"という語に対する"ベース"及び"器具"というラベルは、"アク
チュエータ"という語へのいかなる追加の限定も規定若しくは示唆することなく、本明細
書で記載され請求される異なるアクチュエータを区別する。
  （３）"軸"という語に対する"主"、"第二"、及び"長手方向"というラベルは、"軸"とい
う語にいかなる追加の限定も規定若しくは示唆することなく、本明細書に記載され請求さ
れる異なる軸を区別する。
  （４）"アームセット"という語は、両アクチュエータに接合される若しくは接合される
ように構造的に構成される固定長若しくは可変長の支持アーム、並びに器具アクチュエー
タとエンドエフェクタに接合される若しくは接合されるように構造的に構成される固定長
若しくは可変長の器具アームを広く包含する。
  （５）"アーム"という語に対する"支持"及び"器具"というラベルは、"アーム"という語
へのいかなる追加の限定も規定若しくは示唆することなく、本明細書で記載され請求され
る異なるアームを区別する。
  （６）"接合"という語はいかなる時制でも、部品間の直接的物理的接触若しくは部品の
隣接配置を含むいかなるタイプの部品の取り付け（ａｆｆｉｘａｔｉｏｎ）若しくは取り
外し可能な結合（ｄｅｔａｃｈａｂｌｅ　ｃｏｕｐｌｉｎｇ）をも広く包含する。
  （７）"アーク構成"という語は、ベースアクチュエータと器具アクチュエータの間のベ
ースアーク長、及び器具アクチュエータとエンドエフェクタの間の拡張アーク長を含む、
ベースアクチュエータ、器具アクチュエータ、及びエンドエフェクタの軸の非平行角度配
向を広く包含する。
  （８）"アーク長"という語に対する"ベース"及び"拡張"というラベルは、"アーク長"と
いう語にいかなる追加の限定も規定若しくは示唆することなく、本明細書で記載され請求
される異なるアームを区別する。
  （９）"少なくとも部分的に相互交換可能"というフレーズは、両アームがアームセット
に固有であるという点で各アームセットが特徴的であるが、各アームを個々に一つ以上の
他のアームセットと共有する可能性があり、それによって一つのアームセットと別のアー
ムセットとの相互交換がアームセットの一つ若しくは両方のアームの交換を伴うことを広
く包含する。
【００１２】
　本開示の発明の第二形態は、基準座標系（例えば手術台、ロボット座標系若しくは患者
座標系）内でベースアクチュエータに接合されるエンドエフェクタを位置決めする（すな
わち位置付け及び／又は方向付けする）ためにベースアクチュエータに結合されるロボッ
トプラットフォームをさらに利用する再構成可能なロボットシステムである。
【００１３】
　本開示の発明の第三形態は、ベースアクチュエータ、器具アクチュエータ、及びエンド
エフェクタのアーク構成の各々の中でエンドエフェクタによって保持される器具の遠隔運
動中心に対する作業空間をシミュレーションするように、並びに／或いは、エンドエフェ
クタによって保持される器具の遠隔運動中心に対する作業空間の規定ピッチと規定ヨーの
少なくとも一つの関数として、ベースアクチュエータ、器具アクチュエータ、及びエンド
エフェクタに接合されるべきアームセットのうち一つ以上を推薦するように、動作可能な
ロボット構成ワークステーションを利用する再構成可能なロボットシステムである。
【００１４】
　本開示の目的で、
  （１）"ロボットプラットフォーム"、"ワークステーション"、"ピッチ範囲"、"ヨー範
囲"、及び"作業空間"を含むが限定されない専門用語は、本開示の技術分野において理解
され、本明細書に例示される通り解釈されるものとする。
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  （２）"ワークステーション"という語の例は、一つ以上のコンピュータデバイス（例え
ばクライアントコンピュータ、デスクトップ及びタブレット）、ディスプレイ／モニタ、
及び一つ以上の入力デバイス（例えばキーボード、ジョイスティック及びマウス）のアセ
ンブリを含むがこれに限定されない。
  （３）"コンピュータデバイス"の構造的構成は、プロセッサ、コンピュータ使用可能／
コンピュータ可読記憶媒体、オペレーティングシステム、アプリケーションモジュール、
周辺デバイスコントローラ、スロット及びポートを含み得るがこれに限定されない。
  （４）"アプリケーションモジュール"という語は、特定アプリケーションを実行するた
めの電子回路及び／又は実行可能プログラム（例えば実行可能ソフトウェア及びファーム
ウェア）から成るワークスステーションのコンポーネントを広く包含する。
【００１５】
　本開示の本発明の第四形態は、特にロボット構成ワークステーションによる識別目的で
、識別マーカを利用する各アームセットである。識別マーカの例は、無線識別、近距離無
線通信、抵抗若しくは磁気測定、並びに光学エンコーディング及び測定に関するマーカを
含むがこれに限定されない。
【００１６】
　本開示の発明の前述の形態及び他の形態、並びに本開示の様々な特徴と利点は、添付の
図面と併せて読まれる本開示の様々な実施形態の以下の詳細な説明からさらに明らかとな
る。詳細な説明と図面は限定ではなく単に本開示の例示であり、本開示の範囲は添付の請
求項とその均等物によって定義される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１Ａ】本開示の発明原理にかかる再構成可能なロボットの実施形態例を図示する。
【図１Ｂ】本開示の発明原理にかかる再構成可能なロボットの実施形態例を図示する。
【図１Ｃ】本開示の発明原理にかかる再構成可能なロボットの実施形態例を図示する。
【図２Ａ】本発明の発明原理にかかるアークアームの実施形態例を図示する。
【図２Ｂ】本発明の発明原理にかかるアークアームの実施形態例を図示する。
【図２Ｃ】本発明の発明原理にかかるアークアームの実施形態例を図示する。
【図２Ｄ】本発明の発明原理にかかるアークアームの実施形態例を図示する。
【図３】本開示の発明原理にかかる低侵襲手術用の再構成可能なロボットシステムの一実
施形態例を図示する。
【図４Ａ】本開示の発明原理にかかる低侵襲手術用の連結ロボットの第一実施形態例を図
示する。
【図４Ｂ】本開示の発明原理にかかる低侵襲手術用の連結ロボットの第二実施形態例を図
示する。
【図５Ａ】本開示の発明原理にかかる、アクチュエータへの近位同心アークと遠位同心ア
ークの接合例を図示する。
【図５Ｂ】本開示の発明原理にかかる、アクチュエータへの近位同心アークと遠位同心ア
ークの接合例を図示する。
【図６】本開示の発明原理にかかる再構成可能なロボットと構成可能なロボットプラット
フォームの結合例を図示する。
【図７】本開示の発明原理にかかるロボット構成シミュレーション／推薦法の実施形態例
をあらわすフローチャートを図示する。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本開示の理解を容易にするため、図１及び２の以下の説明は、アクチュエータとエンド
エフェクタに関する軸の交点によって確立される遠隔運動中心を持つ再構成可能なロボッ
トに基づく再構成可能なロボットシステムの基本発明原理を教示する。この記載から、当
業者は、遠隔運動中心に対して作業空間内で器具（例えば内視鏡若しくは他の医療機器、
若しくは非医療機器）を動かすための任意のタイプのかかる再構成可能なロボットへ本開
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示の発明原理を適用する方法を理解するだろう。
【００１９】
　図１Ａ及び１Ｂを参照すると、本開示の再構成可能なロボットはベースアクチュエータ
１１、器具アクチュエータ１２、及びエンドエフェクタ１３を利用する。
【００２０】
　ベースアクチュエータ１１は当技術分野で既知の通り主軸ＰＡ１に沿って回転運動を生
成するように選択的に操作される。
【００２１】
　器具アクチュエータ１２は当技術分野で既知の通り第二軸ＳＡ１に沿って回転運動を生
成するように選択的に操作される。
【００２２】
　エンドエフェクタ１３は当技術分野で既知の通り低侵襲手術中に利用される器具を保持
する。器具は器具の操作を容易にするために長手方向軸ＬＡ１に沿って保持される。例え
ば、内視鏡がエンドエフェクタ１３によって保持され得、それによりＸ軸によってシンボ
ル化される内視鏡の挿入管の軸が長手方向軸ＬＡ１と一致される。
【００２３】
　主軸ＰＡ１、第二軸ＳＡ１及び長手方向軸ＬＡ１の交点は遠隔運動中心１６を定義する
。器具の遠位部は遠隔運動中心１６からのびて円錐形を持つ作業空間１７の高さを確立す
る。作業空間１７は、主軸ＰＡ１と第二軸ＳＡ１の間のθＢのベースアーク長に依存し、
さらに第二軸ＳＡ１と長手方向軸ＬＡ１の間のθＥの拡張アーク長に依存する、Ｙ軸に対
するピッチ範囲とＺ軸（不図示）に対するヨー範囲を持つ。
【００２４】
　本開示の再構成可能なロボットはさらに、各々が主軸ＰＡ１と第二軸ＳＡ１の間のθＢ

のベースアーク長と、第二軸ＳＡ１と長手方向軸ＬＡ１の間のθＥの拡張アーク長を持つ
、異なるアーク構成を確立するための複数の相互交換可能なアームセットを利用する。
【００２５】
　例えば、図１Ａは支持アーム１４ａと器具アーム１５ａを含むアームセットを図示する
。支持アーム１４ａはベースアクチュエータ１１と器具アクチュエータ１２に接合され、
器具アーム１５ａは器具アクチュエータ１２とエンドエフェクタ１３に接合されて、主軸
ＰＡ１と第二軸ＳＡ１の間のθＢ１のベースアーク長と、第二軸ＳＡ１と長手方向軸ＬＡ
１の間のθＥ１の拡張アーク長を持つアーク構成を確立する。遠隔運動中心１６から広が
る作業空間１７ａはθＢ１のベースアーク長とθＥ１の拡張アーク長に依存するＹ軸に対
するピッチ範囲とＺ軸（不図示）に対するヨー範囲を持つ。
【００２６】
　さらなる実施例により、図１Ｂは支持アーム１４ａと器具アーム１５ｂを含むアームセ
ットを図示する。支持アーム１４ａはベースアクチュエータ１１と器具アクチュエータ１
２に接合され、器具アーム１５ｂは器具アクチュエータ１２とエンドエフェクタ１３に接
合されて、主軸ＰＡ１と第二軸ＳＡ１の間のθＢ１のベースアーク長と、第二軸ＳＡ１と
長手方向軸ＬＡ１の間のθＥ２の拡張アーク長を持つアーク構成を確立する。遠隔運動中
心１６から広がる作業空間１７ｂはθＢ１のベースアーク長とθＥ２の拡張アーク長に依
存するＹ軸に対するピッチ範囲とＺ軸（不図示）に対するヨー範囲を持つ。
【００２７】
　さらなる実施例により、図１Ｃは支持アーム１４ｂと器具アーム１５ａを含むアームセ
ットを図示する。支持アーム１４ｂはベースアクチュエータ１１と器具アクチュエータ１
２に接合され、器具アーム１５ａは器具アクチュエータ１２とエンドエフェクタ１３に接
合されて、主軸ＰＡ１と第二軸ＳＡ１の間のθＢ２のベースアーク長と、第二軸ＳＡ１と
長手方向軸ＬＡ１の間のθＥ１の拡張アーク長を持つアーク構成を確立する。遠隔運動中
心１６から広がる作業空間１７ｃはθＢ２のベースアーク長とθＥ１の拡張アーク長に依
存するＹ軸に対するピッチ範囲とＺ軸（不図示）に対するヨー範囲を持つ。
【００２８】
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　作業空間１７ａは、θＢ１のベースアーク長とθＥ１の拡張アーク長の総和がベースア
ーク長θＢ１と拡張アーク長θＥ２の総和よりも大きいという点で、作業空間１７ｂより
も大きく、θＢ１のベースアーク長とθＥ１の拡張アーク長の総和がθＢ２のベースアー
ク長とθＥ１の拡張アーク長の総和よりも大きいことに起因して作業空間１７ｃよりも大
きいことに留意することが重要である。さらに、θＢ１のベースアーク長とθＥ２の拡張
アーク長の総和がθＢ２のベースアーク長とθＥ１の拡張アーク長の総和に等しいことか
ら、作業空間１７ｂと作業空間１７ｃは同じサイズである。
【００２９】
　本開示は、アームセットが相互交換可能であり、それにより、再構成可能なロボットの
作業空間のピッチ範囲及び／又はヨー範囲における選択的な増加若しくは減少を容易にす
ることを前提とする。相互交換可能であるために、実際に、アームセットの支持アーム及
び／又は器具アームが交換可能でなければならない。この目的で、各アームがアクチュエ
ータとエンドエフェクタにどのように接合されるかが、アームセットの互換性の程度を決
定する。
【００３０】
　例えば、図１Ａのアームセットと図１Ｂのアームセットは両方とも同じ支持アーム１４
ａを、ただし異なる器具アーム１５ａ及び１５ｂを利用する。相互交換可能であるために
、支持アーム１４ａはアクチュエータ１１及び１２に取り付けられるか若しくは取り外し
可能に結合され、各器具アーム１５ａ及び１５ｂはアクチュエータ１２に取り外し可能に
結合され、エンドエフェクタ１３に取り付けられるか若しくは取り外し可能に結合され得
る。図１Ａに図示の器具アーム１５ａと図１Ｂに図示の器具アーム１５ｂの交換は、アク
チュエータ１２からの器具アーム１５ａの分離と、アクチュエータ１２への器具アーム１
５ｂの取り外し可能な結合を伴う。交換のため、追加エンドエフェクタ１３が器具アーム
１５ｂに取り付けられるか、又はエンドエフェクタ１３が器具アーム１５ａから分離され
、器具アーム１５ｂに取り外し可能に結合される。
【００３１】
　同様に例えば、図１Ａのアームセットと図１Ｃのアームセットは両方とも同じ器具アー
ム１５ａを、ただし異なる支持アーム１４ａ及び１４ｂを利用する。相互交換可能である
ために、各支持アーム１４ａ及び１４ｂは一方若しくは両方のアクチュエータ１１及び１
２に取り外し可能に結合され得、器具アーム１５ａはアクチュエータ１２とエンドエフェ
クタ１３に取り付けられるか若しくは取り外し可能に結合される。図１Ａに図示の支持ア
ーム１４ａと図１Ｂに図示の支持アーム１４ｂの交換は、アクチュエータ１１からの支持
アーム１４ａの分離と、アクチュエータ１１への支持アーム１４ｂの取り外し可能な結合
を伴う。交換のため、支持アーム１４ｂはエンドエフェクタ１３と器具アーム１５に依然
接合されるアクチュエータ１２に取り外し可能に結合され、或いは追加アクチュエータ１
２、エンドエフェクタ１３及び器具アーム１５ａが支持アーム１４ｂに取り付けられるか
若しくは取り外し可能に結合される。
【００３２】
　実際、支持アーム１４と器具アーム１５はいかなる形状をとってもよく、固定長若しく
は可変長を持ってもよく、アクチュエータ１１及び１２へいかなる角度配向で接合されて
もよい。
【００３３】
　例えば、図２Ａは固定アーク長を持つアークアーム２０ａを図示し、図２Ｂは双方向矢
印によってシンボル化される可変アーク長を持つ伸縮式アークアーム２０ｂを図示する。
各アークアーム２０及びいかなる他のタイプのアームについても、本開示の再構成可能な
ロボットの中で利用されるときにアームのタイプ及び／又はアームの長さを識別するため
に、当技術分野で既知の通り識別マーカ２１が利用され得る。識別マーカ２１の実施例は
、無線識別、近距離無線通信、抵抗若しくは磁気測定、並びに光学エンコーディング及び
測定に関するマーカを含むがこれに限定されない。
【００３４】



(9) JP 6692301 B2 2020.5.13

10

20

30

40

50

　さらなる実施例によって、図２Ｃはベースアクチュエータ１１への支持アークアーム２
０ｃの斜めの取り外し可能な結合２２と、器具アクチュエータ１２への支持アークアーム
２０ｃの斜めの取り付け２３を図示し、図２Ｄは器具アクチュエータ１２への器具アーク
アーム２０ｄの斜めの取り外し可能な結合と、エンドエフェクタ１３への器具アークアー
ム２０ｄの斜めの取り付け２５を図示する。
【００３５】
　本開示の理解をさらに容易にするために、図３‐７の以下の説明は、Ｘ≧２であるＸ数
の器具アークのうち一つへの支持アークの同心円状結合によって確立される遠隔運動中心
を持つ連結ロボットについて、図１及び２に図示の復元可能なロボットシステムの基本発
明原理を教示する。この記載から、当業者は、遠隔運動中心に対して作業空間内で器具（
例えば内視鏡若しくは他の医療機器、若しくは非医療機器）を動かすための任意のタイプ
のかかる連結ロボット並びに他のタイプのロボットへ本発明の発明原理を適用する方法を
理解するだろう。
【００３６】
　図３を参照すると、再構成可能なロボット５０は支持アーク３１と三つの（３）器具ア
ーク３２を利用して、アクチュエータ３３ｂを介して器具アーク３２のうち一つに支持ア
ーク３１を同心円状に結合することによって連結ロボットを構成する。図４と関連して本
明細書でさらに例示される通り、動作中、アクチュエータコントローラ３７はコマンドを
受けて、アクチュエータ３３ａ内の双方向矢印によってシンボル化される通り、主回転軸
まわりに支持アーク３１と同心円状に結合された器具アーク３２を一緒に回転させる（ｃ
ｏ‐ｒｏｔａｔｅ）ようにアクチュエータ３３ａを選択的に駆動する。同時に若しくは連
続的に、アクチュエータコントローラ３７はコマンドを受けて、アクチュエータ３３ｂ内
の双方向矢印によってシンボル化される通り、第二回転軸まわりに同心円状に結合された
器具アーク３２を回転させるようにアクチュエータ３３ｂを選択的に駆動する。
【００３７】
　アークについてより具体的に、支持アーク３１はその中のアーク長によってシンボル化
されるベースアーク長を持ち、各器具アーク３２はその中の異なるアーク長によってシン
ボル化される異なる拡張アーク長を持つ。図４と関連して本明細書でさらに例示される通
り、支持アーク３１のベースアーク長と同心円状に結合された器具アーク３２の拡張アー
ク長は、アクチュエータ３３の回転軸の交点によって定義される遠隔運動中心３５を共同
で確立する。遠隔運動中心３５に基づいて、連結ロボットは器具アーク３２へのエンドエ
フェクタ（不図示）の取り付け若しくは取り外し可能な結合を介して接合される器具３６
（例えば内視鏡）の作業空間３４ａを定義する。
【００３８】
　具体的に、作業空間３４ａは、遠隔運動中心３５を通る、同心円状に結合された器具ア
ーク３２に取り付けられたエンドエフェクタ（不図示）から広がる器具３６の部分の可動
域を包含する。実際に低侵襲処置、外科手術若しくは診断の場合、遠隔運動中心３５の場
所は当技術分野で既知の通り患者ポートと一致し、それにより作業空間３４ａは、患者へ
のいかなる危害及び損傷をも妨げる（除去しない場合）という手術の目的で、遠隔運動中
心３５に対する器具３６の旋回／回転運動を容易にする。従って、作業空間３４は典型的
には図３に図示の通り円錐形を持つ。
【００３９】
　本開示にとって重要なことは、円錐形の作業空間３４の面と底の寸法が、支持アーク３
１のベースアーク長と対応する器具アーク３２の拡張アーク長、並びにエンドエフェクタ
３９の長さに依存することである。連結ロボットの場合、支持アーク３１のベースアーク
長は固定され、それによって対応する器具アーク３２の拡張アーク長は円錐形作業空間３
４の面と底の寸法決めにおける主要ファクターとなる。図３に図示の通り、円錐形作業空
間３４の面と底の寸法は拡張アーク長が器具アーク３２ａから器具アーク３２ｃへ増加す
るにつれて増加する。低侵襲手術の場合、器具アーク３２の異なる拡張アーク長は、特定
の低侵襲手術（例えば開胸術、心臓手術など）及び／又は特定の患者タイプ（例えば大人
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ｖｓ小児、拒食症又は肥満の程度など）に適した器具アーク３２の一つ以上の推薦若しく
は選択を容易にする。
【００４０】
　この目的で、ロボット構成ワークステーション４０はロボットシミュレータ４１とモニ
タ４４を利用する。本開示の目的で、"ワークステーション"及び"モニタ"という語は、本
開示の技術分野において理解され、本明細書で例示される通り解釈されるものとし、"ロ
ボットシミュレータ"という語は、特定アプリケーションを実行するための電子回路及び
／又は実行可能プログラム（例えば実行可能ソフトウェア及びファームウェア）から成る
ワークステーションのコンポーネントを広く包含する。
【００４１】
　ワークステーション４０について、ロボットシミュレータ４１は特定の低侵襲手術及び
／又は特定の患者タイプに適した一つ以上の器具アーク３２を推薦若しくは選択するため
の方法を実施する。方法を実施するために、ロボットシミュレータ４１は、ワークステー
ション４０によって受信される及び／又はワークステーション４０上に保存される、連結
ロボットデータ４１、低侵襲手術データ４２及び患者データ４３を処理する。図６と関連
して本明細書で例示される通り、連結ロボットデータ４１は、データ４２と４３によって
示される特定の低侵襲手術及び／又は特定の患者タイプに依存する、設計された器具の可
動域にとって"十分な作業空間"若しくは"不十分な作業空間"という点で、支持アーク３１
の特定のベースアーク長との可変拡張アーク長の複数の器具アーク３２の関係をまとめる
ルックアップテーブルを含む。
【００４２】
　実際に、連結ロボットは基準座標系３９（例えば手術台、ロボット座標系、若しくは患
者座標系）に対して作業空間３４を選択的に配向するための静的ロボットプラットフォー
ム（不図示）若しくは構成可能なロボットプラットフォーム３８に結合され得る。ロボッ
ト連結データ４１ａはいかなるプラットフォームによるいかなる配向情報も含まずにアー
ク長の情報を含み、ロボット連結データ４１ｂはプラットフォーム３８による配向情報を
含めてアーク長の情報を含む。
【００４３】
　ロボット連結データ４１ｂから、ロボットシミュレータ４１は、ポート４６を持つシミ
ュレーションされた解剖領域４５と、ポート４６を通ってシミュレーションされた解剖領
域４５へのびるシミュレーションされた器具４７の表示をモニタ４４上に生成する。実際
に、シミュレーションされた解剖領域４５は特定の低侵襲手術及び／又は特定の患者タイ
プに対応する図示のグラフィックオブジェクト又は解剖領域の再構成画像であり得、シミ
ュレーションされた器具４７は特定の低侵襲手術及び／又は特定の患者タイプに対応する
図示のグラフィックオブジェクト又は器具４７の標準画像であり得る。
【００４４】
　ロボットシミュレータ４１は、シミュレーションされた器具４７のユーザ操作が、最小
ピッチ、最大ピッチ、最小ヨー及び最大ヨーの点でシミュレーションされた器具４７の所
望の可動域を選択することを可能にする。シミュレーションされた器具４７のロールはシ
ミュレーションされた器具４７の作業空間に適用できないことに留意されたい。
【００４５】
　実際に、特定の低侵襲手術及び／又は特定の患者情報に基づいて、ロボットシミュレー
タ４１は、要望通りにユーザ操作され得る最小ピッチ、最大ピッチ、最小ヨー及び最大ヨ
ーに関してシミュレーションされた器具４７のデフォルト可動域を提供し得る。
【００４６】
　所望の／デフォルト可動域の選択のとき又は最中に、ロボットシミュレータ４１は所望
の可動域と関連するルックアップテーブルにアクセスし、それによりルックアップテーブ
ルは、図６と関連して本明細書で例示される通り支持アーク３１のベースアーク長ととも
に"十分な作業空間"を確立するための拡張アーク長を持つ一つ以上の器具アーク３２を識
別する。識別された器具アーク３２は所望の作業空間を得るために支持アーク３１への同
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心円状結合のために推薦若しくは選択される。
【００４７】
　実際に、構成可能なロボットプラットフォーム３８を組み込む実施形態の場合、ロボッ
トシミュレータ４１は所望の作業空間の配向を得るために、（最小ピッチ＋最大ピッチ）
／２及び（最小ヨー＋最大ヨー）／２に関して所望の作業空間における中点を識別する。
【００４８】
　本開示の発明原理のさらなる理解を容易にするために、遠隔運動中心に対して作業空間
内で内視鏡を動かすための再構成可能なロボットシステム例が図４‐７と関連して本明細
書で記載される。この実施例の場合、再構成可能なロボットシステムは異なる作業空間を
持つ二つの（２）連結ロボットを構成するために二つの（２）器具アークを持つ。説明か
ら、当業者は追加器具アークを組み込む方法を理解するだろう。
【００４９】
　図４Ａを参照すると、連結ロボット５０ａは長手方向軸ＬＡ２を持つ内視鏡６０を保持
するためのエンドエフェクタ５５を含め、主軸ＰＡ２を持つアクチュエータ５１、第二軸
ＳＡ２を持つアクチュエータ５２、支持アーク５３、及び器具アーク５４ａを利用する。
支持アーク５３はアクチュエータ５１とアクチュエータ５２に同心円状に接続され、器具
アーク５４ａはアクチュエータ５２に同心円状に接続される。重要なことは：
  （１）回転軸ＰＡ２、ＲＡＤ及びＬＡ２は遠隔運動中心５６において交差する。
  （２）支持アーク５３のθＢのベースアーク長は回転軸ＰＡ２とＳＡ２の間に及ぶ。
  （３）器具アーク５４ａの拡張アーク長θＥ３は回転軸ＰＡ２とＬＡ２の間に及ぶ。
  （４）遠隔運動中心５６に対する作業空間５７ａは支持アーク５３のθＢ３のベースア
ーク長と器具アーク５４ａの拡張アーク長θＥ３から得られる面及び底寸法を持つ。
  （５）アクチュエータ５１は作業空間５７ａ内で内視鏡６０の遠位端６０ｄの広範な動
きを制御するために所望のφ１度にわたって主軸ＰＡ２まわりにアーク５３及び５４ａを
一緒に回転させるように命令され得る。
  （６）アクチュエータ５２は作業空間５７ａ内で内視鏡６０の遠位端６０ｄの的を絞っ
た動きを制御するために所望のφ２度にわたって第二軸ＳＡ２まわりに器具アーク５４ａ
を回転させるように命令され得る。
  （７）エンドエフェクタ５５ａはその長手方向軸ＬＡ２まわりに内視鏡６０を回転させ
る手動若しくは制御された能力を持つ。
【００５０】
　図４Ｂを参照すると、連結ロボット５０ｂは内視鏡６０を保持するためのエンドエフェ
クタ５５を含め、アクチュエータ５１及び５２、支持アーク５３、並びに器具アーク５４
ｂを利用する。支持アーク５３はアクチュエータ５１とアクチュエータ５２に同心円状に
接続され、器具アーク５４ｂはアクチュエータ５２に同心円状に接続される。重要なこと
は：
  （１）回転軸ＰＡ２、ＲＡＤ、及びＬＡ２は遠隔運動中心５６において交差する。
  （２）支持アーク５３のθＢのベースアーク長は回転軸ＰＡ２とＳＡ２の間に及ぶ。
  （３）器具アーク５４ｂの拡張アーク長θＥ４は回転軸ＰＡ２とＬＡ２の間に及ぶ。
  （４）遠隔運動中心５６に対する作業空間５７ｂは支持アーク５３のθＢ３のベースア
ーク長と器具アーク５４ｂの拡張アーク長θＥ４から得られる面及び底寸法を持つ。
  （５）アクチュエータ５１は作業空間５７ｂ内で内視鏡６０の遠位端６０ｄの広範な動
きを制御するために所望のφ１度にわたって主軸ＰＡ２まわりにアーク５３及び５４ｂを
一緒に回転させるように命令され得る。
  （６）アクチュエータ５２は作業空間５７ｂ内で内視鏡６０の遠位端６０ｄの的を絞っ
た動きを制御するために所望のφ２度にわたって第二軸ＳＡ２まわりに器具アーク５４ｂ
を回転させるように命令され得る。
  （７）エンドエフェクタ５５ｂはその長手方向軸ＬＡ２まわりに内視鏡６０を回転させ
る手動若しくは制御された能力を持つ。
【００５１】
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　図４Ａと４Ｂを参照すると、作業空間５７ａの面及び底寸法は、器具アーク５４ａの拡
張アーク長θＥ３が器具アーク３４ｂの拡張アーク長θＥ４よりも大きいため、作業空間
５７ｂの面及び底寸法よりも大きい。結果として、連結ロボット５０ａの作業空間５７ａ
が連結ロボット５０ｂの作業空間５７ｂを囲む間、各作業空間５７は明白な利点をもたら
す。例えば、作業空間５７ａは解剖学的に開放型の低侵襲手術により適した、より広い可
動域を持つが、作業空間５７ｂは解剖学的に狭窄型の低侵襲手術により適した、より狭い
可動域を持つ。
【００５２】
　実際に、器具アーク５４は当技術分野で既知の任意の方法でアクチュエータ５２を介し
て支持アーク５３に結合及び分離され得る。図５Ａと５Ｂを参照すると、アクチュエータ
例７０は、垂直双方向矢印によってシンボル化される第二軸を確立する垂直に整列したエ
ンコーダ７１、モータ７２、ギアボックス７３、上部シャフト７４と下部シャフト７５を
利用する。
【００５３】
　アクチュエータコントローラ３７からのコマンドにより、モータ７１はギアボックス５
２へ回転エネルギーを与え、それにより上部シャフト７２と下部シャフト７５が回転軸ま
わりに回転される。支持アーク５３はアクチュエータ７０を囲み、下部シャフト７５は支
持アーク５３から下方にのびる。器具アーク３４は下部シャフト７５の上にスライドし、
図示の通りスナップ式で、ねじ、磁石、留め金、若しくは当技術分野で既知の任意の他の
解放可能な機械的結合によってそこに固定される。
【００５４】
　実際に、基準座標系に対する規定ピッチ角度と規定ヨー角度へ連結ロボット５０ａ及び
５０ｂのベースを配向するために、１以上の追加自由度が連結ロボット５０ａ（図４Ａ）
若しくは連結ロボット５０ｂ（図４Ｂ）に追加され得る。
【００５５】
　例えば、図６を参照すると、構成可能なロボットプラットフォーム８０は、基準座標系
７０（例えばプラットフォーム８３の座標系、連結ロボット５０ａの座標系及び手術台）
に対する規定ピッチ角度と規定ヨー角度に対して連結ロボット５０ａを配向するためにプ
ラットフォーム８３へ接続されるピッチアーム８１とヨーアーム８２を利用する。
【００５６】
　図７は連結ロボット５０ａ（図４Ａ）若しくは連結ロボット５０ｂ（図４Ｂ）の代わり
にロボットシミュレータ４１（図３）によって実施されるロボット構成シミュレーション
法をあらわすフローチャート１００を図示する。
【００５７】
　図７を参照すると、フローチャート１００のステージＳ１０２は、ロボットシミュレー
タ４１（図３）が、特定の低侵襲手術及び／又は特定の患者タイプに基づいて解剖領域内
の内視鏡６０（図４）についてシミュレーション表示を生成することを包含する。例えば
、ステージＳ１０２に示す通り、ロボットシミュレータ４１は、図３と関連して本明細書
で前述の通り、ポート１１１を持つシミュレーションされた解剖領域１１０と、ポート１
１１を通ってシミュレーションされた解剖領域１１０へのびるシミュレーションされた内
視鏡１１２を生成し得る。
【００５８】
　ステージＳ１０２は、シミュレーションされた内視鏡１１２のユーザ操作が、最小ピッ
チ、最大ピッチ、最小ヨー及び最大ヨーに関してシミュレーションされた内視鏡１１２の
所望の／デフォルト可動域を選択することを可能にする。
【００５９】
　フローチャート１００のステージＳ１０４は、ロボットシミュレータ４１が選択された
所望の／デフォルト可動域に対応するルックアップテーブルによって示される器具アーク
５６ａ（図４Ａ）及び／又は器具アーク５６ｂ（図４Ｂ）のいずれかを推薦すること又は
しないことを包含する。
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【００６０】
　例えば、ステージＳ１０４に示す通り、ルックアップテーブル１１３は、［－２０°，
＋２０°］のヨーと［－５０°，＋５０°］のピッチの所望の可動域に対して両方の長さ
が［０°＜，≦９０°］の範囲を持つ、ベースアーク長θＢと拡張アーク長θＥの様々な
ペアをまとめる。各ペアは"十分な作業空間"領域１１４又は"不十分な作業空間"領域１１
５のいずれかとして分類される。この実施例の場合、支持アーク３３（図２）のベースア
ーク長θＢは４５°であり、器具アーク５６ａに対する拡張アーク長θＥ１は８５°であ
り、器具アーク５６ｂに対する拡張アーク長θＥ２は４０°である。従って、支持アーク
５３と器具アーク５６ａのペアは領域１１４内のひし形によってシンボル化される通り"
十分な作業空間"領域１１４内に位置し、支持アーク５３と器具アーク５６ｂのペアも領
域１１４内の円によってシンボル化される通り"十分な作業空間"領域１１４内に位置する
。ロボットシミュレータ４１は従って支持アーク４３への同心円状結合のために器具アー
ク４６ａと器具アーク４６ｂの両方を推薦し得る。
【００６１】
　さらなる実施例により、ステージＳ１０４に示す通り、ルックアップテーブル１１６は
、［－５０°，＋５０°］のヨーと［－５０°，＋５０°］のピッチの所望の可動域に対
して両方の長さが［０°＜，≦９０°］の範囲を持つ、ベースアーク長θＢと拡張アーク
長θＥの様々なペアをまとめる。各ペアは"十分な作業空間"領域１１７又は"不十分な作
業空間"領域１１８のいずれかとして分類される。この実施例の場合もやはり、支持アー
ク３３（図２）のベースアーク長θＢは４５°であり、器具アーク５６ａに対する拡張ア
ーク長θＥ１は８５°であり、器具アーク５６ｂに対する拡張アーク長θＥ２は４０°で
ある。従って、支持アーク５３と器具アーク５６ａのペアは領域１１７内のひし形によっ
てシンボル化される通り"十分な作業空間"領域１１７内に位置し、支持アーク５３と器具
アーク５６ｂのペアも領域１１８内の円によってシンボル化される通り"不十分な作業空
間"領域１１８内に位置する。ロボットシミュレータ４１は従って支持アーク５３へ同心
円状結合する器具アーク５６ａのみを推薦し得る。
【００６２】
　実際に、ロボットシミュレータ４１は様々な可動域と関連する多数のルックアップテー
ブルを含み、ルックアップテーブルの実際の数は所望の精度に依存する。
【００６３】
　またテーブル１１３と１１６によって示される通り、"十分な作業空間"領域は可動域が
ルックアップテーブルにわたって増加するにつれて減少する。従って、"十分な作業空間"
領域内の支持アーク／器具アークペアの数も、ヨー度とピッチ度に関して可動域がルック
アップテーブルにわたって増加するにつれて減少する。可能な支持アーク／器具アークペ
アのいずれも"十分な作業空間"領域内にない場合でも、ロボットシミュレータ４１はシミ
ュレーションされた表示上に最良の到達可能な作業空間を推薦する。
【００６４】
　フローチャート１００の終了時、推薦された若しくは最良の器具アークは低侵襲手術を
実行するために支持アークに同心円状に結合され得る。
【００６５】
　図１‐７を参照すると、当業者は、ロボットの最小設置面積と遠隔運動中心を維持しな
がら特定の低侵襲手術中に器具（例えば内視鏡）の所望の可動域へ適応可能な、再構成可
能なロボットシステムを含むが限定されない、本開示の多数の利益を理解するだろう。
【００６６】
　さらに、当業者が本明細書で提供される教示を考慮して理解する通り、本開示／明細書
で記載される及び／又は図１‐７で描かれる特徴、要素、部品などは、電子コンポーネン
ト／回路、ハードウェア、実行可能ソフトウェア及び実行可能ファームウェアの様々な組
み合わせで実装され、単一要素若しくは複数要素に組み合わされ得る機能を提供し得る。
例えば、図１‐７に図示／例示／描写される様々な特徴、要素、部品などの機能は、専用
ハードウェア並びに適切なソフトウェアと関連してソフトウェアを実行することが可能な
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ハードウェアの使用を通じて提供され得る。プロセッサによって提供されるとき、機能は
単一専用プロセッサによって、単一共有プロセッサによって、又はその一部が共有及び／
又は多重化され得る複数の個別プロセッサによって、提供され得る。さらに、"プロセッ
サ"という語の明示的使用は、ソフトウェアを実行することが可能なハードウェアを排他
的にあらわすものと解釈されるべきではなく、限定することなく、デジタル信号プロセッ
サ（"ＤＳＰ"）ハードウェア、メモリ（例えばソフトウェアを保存するためのリードオン
リーメモリ（"ＲＯＭ"）、ランダムアクセスメモリ（"ＲＡＭ"）、不揮発性ストレージな
ど）、並びにプロセスを実行及び／又は制御することが可能な（及び／又はそのように構
成可能な）仮想的に任意の手段及び／又はマシン（ハードウェア、ソフトウェア、ファー
ムウェア、回路、その組み合わせなどを含む）を非明示的に含み得る。
【００６７】
　さらに、本発明の原理、態様及び実施形態、並びにその具体的実施例を列挙する本明細
書の全記述は、その構造的及び機能的均等物の両方を包含することを意図する。付加的に
、かかる均等物は現在既知の均等物だけでなく将来開発される均等物（例えば構造に関わ
らず同じ若しくは実質的に同様の機能を実行し得る、開発される任意の要素）の両方を含
むことが意図される。従って、例えば、本明細書で提示される任意のブロック図は本発明
の原理を具体化するシステムコンポーネント及び／又は回路例の概念図をあらわし得るこ
とが、本明細書で提供される教示を考慮して当業者によって理解される。同様に、当業者
は本明細書で提供される教示を考慮して、任意のフローチャート、フロー図などが、コン
ピュータ可読記憶媒体において実質的にあらわされ、処理能力を持つコンピュータ、プロ
セッサ若しくは他のデバイスによって、かかるコンピュータ若しくはプロセッサが明示さ
れているか否かを問わず、そのように実行されることができる、様々なプロセスをあらわ
し得ることを理解する。
【００６８】
　さらに、本開示の実施形態例は、例えばコンピュータ若しくは任意の命令実行システム
による又はそれらと関連した使用のためのプログラムコード及び／又は命令を提供するコ
ンピュータ使用可能及び／又はコンピュータ可読記憶媒体からアクセス可能なコンピュー
タプログラム製品若しくはアプリケーションモジュールの形をとることができる。本開示
によれば、コンピュータ使用可能若しくはコンピュータ可読記憶媒体は、例えば命令実行
システム、装置若しくはデバイスによる若しくはそれらと関連する使用のためのプログラ
ムを、包含、記憶、通信、伝搬若しくは伝送することができる任意の装置であり得る。か
かる媒体例は、例えば電子、磁気、光学、電磁、赤外線若しくは半導体システム（又は装
置若しくはデバイス）或いは伝搬媒体であり得る。コンピュータ可読媒体の実施例は、例
えば半導体若しくはソリッドステートメモリ、磁気テープ、リムーバブルコンピュータデ
ィスケット、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、フ
ラッシュ（ドライブ）、剛体磁気ディスク及び光学ディスクを含む。光学ディスクの現在
の実施例は、コンパクトディスク‐リードオンリーメモリ（ＣＤ‐ＲＯＭ）、コンパクト
ディスク‐リード／ライト（ＣＤ‐Ｒ／Ｗ）及びＤＶＤを含む。さらに、これ以降開発さ
れ得る任意の新たなコンピュータ可読媒体も、本開示の実施形態例及び開示に従って使用
若しくは言及され得るコンピュータ可読媒体とみなされるべきであることが理解されるべ
きである。
【００６９】
　低侵襲手術用の新規の発明の再構成可能なロボットアーキテクチャの好適な例示的実施
形態を記載したが（この実施形態は例示であって限定する意図ではない）、図１‐７を含
む本明細書で提供される教示に照らして、当業者によって修正と変更がなされ得ることが
留意される。従って本明細書で開示される実施形態の範囲内にある本開示の好適な実施形
態例に変更がなされ得ることが理解されるものとする。
【００７０】
　さらに、本開示にかかるデバイスにおいて使用／実施され得る、デバイスなどを組み込
む及び／又は実装する対応する及び／又は関連するシステムも、本開示の範囲内にあると
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考慮され、みなされることが考慮される。さらに、本開示にかかるデバイス及び／又はシ
ステムを製造する及び／又は使用するための対応する及び／又は関連する方法も本開示の
範囲内にあると考慮され、みなされる。
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【図２Ａ】



(16) JP 6692301 B2 2020.5.13

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】

【図２Ｄ】

【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】



(17) JP 6692301 B2 2020.5.13

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６】

【図７】



(18) JP 6692301 B2 2020.5.13

10

フロントページの続き

(72)発明者  ポポヴィック　アレクサンドラ
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　５
(72)発明者  ノーナン　ディヴィッド　ポール
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイ　テック　キャンパス　５

    審査官  高松　大

(56)参考文献  特表２００９－５１２４７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００９／０２４０２５９（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　３４／３２　　　　
              Ａ６１Ｂ　　３４／１０　　　　
              Ｂ２５Ｊ　　　９／０８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

